
議案第５２号  

 

   専決処分の承認について《京丹後市税条例の一部改正について》  

 

 京丹後市税条例の一部改正について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別記のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

 

  令和６年５月１７日提出  

 

京丹後市長 中 山  泰  
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（別記） 

専決第１０号 

   専決処分書 

 京丹後市税条例（平成１６年京丹後市条例第８０号）の一部改正について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により下記のとおり専決処分する。 

  令和６年３月３１日 

京丹後市長 中 山  泰 

 

記 

 

京丹後市税条例の一部を改正する条例 

 京丹後市税条例（平成１６年京丹後市条例第８０号）の一部を次のように改正する。 

第５１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書中「災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請

することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない」を「市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが

明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない」に改め、同条第３項中「によって」を「に

より」に、「においては」を「には」に改める。 

第７１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書中「災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請

することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない」を「市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれ

かに該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない」に改め、同条第３

項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 
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第１３９条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書中「災害その他やむを得ない事由により、その日まで

に申請することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない」を「市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同

項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない」

に改め、同条第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第７条の４の次に次の４条を加える。 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び第５項に規定するところにより控除すべき市民

税に係る令和６年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納税義務者（次条及び附則

第７条の７において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の第３４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附則第

５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、前条及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から

控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第４７条の５第１項及び前条の規定の適用については、第３４条

の７第２項及び前条中「附則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６項」と、第４７条の５

第１項中「課した」とあるのは「附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」と

あるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第７条の５第

１項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第４１条

の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（前条第１項の規定の適用がないものと
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した場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の府民税の額（法附

則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の府民税の額をいう。）及

び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」とい

う。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の府民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の

合算額を控除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控

除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額

の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」とい

う。）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額

（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第４

０条第１項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び次条第１項において「第１期納期」という。）においてはその者の

第１期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期におい

てはその者の分割金額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、

その者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第

１期納期においてはないものとし、第４０条第１項に規定する第２期の納期（以下この項及び次条第１項において「第２期納期」

という。）においてはその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税

額控除額を控除した額とし、第４０条第１項に規定する第３期の納期（以下この項において「第３期納期」という。）及び同条

第１項に規定する第４期の納期（以下この項において「第４期納期」という。）においてはその者の分割金額とする。  

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額

との合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に満たない場合に
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は、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納期においてはないものとし、第３期納期において

はその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額を控除した額とし、第４期納期においてはその者の分割金額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額

に２を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第２期納

期及び第３期納期においてはないものとし、第４期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る

個人の府民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなっ

たものを除く。）を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。  

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年

金等に係る所得に係る個人の市民税（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及び同条第２

項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めると

ころによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用が

ないものとした場合に算出される第４７条の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額

（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第５号において同じ。）の合算額（以下この号及び第５号

において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１号において同じ。）

からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額（以下この項及び第３項において「年金所得に係る個

人の市民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前
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の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係

る個人の市民税の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下この号において同

じ。）を２で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満である

ときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」という。）をその者の特別税額控

除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に

満たない場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の額（以下この項において「普通徴収対象税額」という。）並びに第４７条の３に規定する特別徴収対象年金給付の支払をす

る際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第３項において「特

別徴収対象税額」という。）は、第１期納期においてはその者の第１期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期分金額に相当する税額、当該年度の初日

の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を

３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数

金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控

除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「１０月分金額」という。）に

相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。  

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、か

つ、その者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額

は、第１期納期における税額はないものとし、第２期納期においてはその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額

からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年

の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３
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１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の第２

期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額に満

たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期における税額はないものとし、当該年

度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びそ

の者の１０月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、

同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２

期分金額及びその者の１０月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０

月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２

期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同年１２月１

日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者

の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２

月１日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２

期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額

は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間における税額は

ないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相

当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を
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当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収

対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第１項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収

すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）

については、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に

係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第４７条の５第１項に規定する年金所得に係

る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数が

あるとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項におい

て「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残

額に相当する金額（以下この項において「１０月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初

日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額からその者の年金所得に係る個人の市

民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者

の分割金額に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の１０月分金額以上であり、か

つ、その者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する

年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間にお

いてはその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の１０月分金額とその者の分割
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金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日まで

の間における税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の第４７条の５第２項の規定によ

り読み替えられた第４７条の２第１項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を

当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収

対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第３項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収

すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項及び第４項に規定するところにより控除すべき市

民税に係る令和７年度分特別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第３４条の３、第３４条の６

から第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、附則第７条の４及び附則第９条の

２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３項中「第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条」

を加え、「同項中」を「第３４条の９第１項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、附則第７条の５

第１項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第８条第２項及び」と、前条中「附則第７条の４及び」とあるのは「附則第７条の

４、次条第２項及び」とする」に改める。 

附則第１０条の２中第１８項を削り、第１９項を第１８項とし、第２０項を第１９項とする。 

附則第１０条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第７条第１７項」を「附則第７条第１８項」に改め、同

項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」に改め、同項を同条第１３項
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とし、同条第１１項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０

項中「附則第７条第１０項各号に規定する」を「附則第７条第１１項各号に掲げる」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９

項中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附則第７条第８

項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第９項とし、同条中第３項から第７項までを１項ずつ繰り下げ、第２項

の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提

出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項に規定する管

理者等から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当

該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定に

かかわらず、同条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。  

附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年

度分又は令和５年度分」を「令和７年度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適

用土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８年度分」に改める。  

附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和

３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっ

ては、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同

条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及

び第５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。  

附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度
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から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この条において同じ。」及び「（令和３年度分の固

定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第１５条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６

年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

附則第１６条の３第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附則第１６条の４第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附則第１７条第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額並びに附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１９条第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条第２項に次の１号を加える。 
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(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条の２第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附則第２０条の２第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附則第２０条の３第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附則第２０条の３第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京丹後市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。  
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２ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１

条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定

する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。  
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京丹後市税条例(平成16年京丹後市条例第80号)新旧対照表 

現行 改正案 

京丹後市税条例 京丹後市税条例 

平成16年4月1日 平成16年4月1日 

条例第80号 条例第80号 

目次 （略） 目次 （略） 

第1条～第50条 （略） 第1条～第50条 （略） 

(市民税の減免) (市民税の減免) 

第51条 （略） 第51条 （略） 

2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、災

害その他やむを得ない事由により、その日までに申請することが著し

く困難であると認められるときは、この限りでない               

 。 

2 前項の規定により  市民税の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市

長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、

かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでな

い。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

3 第1項の規定によって市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

3 第1項の規定により  市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合には      、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

第52条～第70条 （略） 第52条～第70条 （略） 

(固定資産税の減免) (固定資産税の減免) 

第71条 （略） 第71条 （略） 

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期

限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

ただし、災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請する

ことが著しく困難であると認められるときは、この限りでない   

                          。 

2 前項の規定により  固定資産税の減免を受けようとする者は、納期

限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が前項各号のいずれかに

該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があ

ると認める場合は、この限りでない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消 3 第1項の規定により  固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消
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現行 改正案 

滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

滅した場合には      、直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

第72条～第139条の2 （略） 第72条～第139条の2 （略） 

(特別土地保有税の減免) (特別土地保有税の減免) 

第139条の3 （略） 第139条の3 （略） 

2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、

納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けよ

うとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。ただし、災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請

することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない  

                                              。 

2 前項の規定により  特別土地保有税の減免を受けようとする者は、

納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けよ

うとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号

のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を

減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

3 第1項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由

が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

3 第1項の規定により  特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由

が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

第140条～第151条 （略） 第140条～第151条 （略） 

附 則 附 則 

第1条～第7条の4 （略） 第1条～第7条の4 （略） 

 (令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除) 

 第7条の5 令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の8第4項及

び第5項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和6年度分

特別税額控除額を、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得

割の納税義務者(次条及び附則第7条の7において「特別税額控除対象

納税義務者」という。)の第34条の3、第34条の6から第34条の9まで、

附則第5条第2項、附則第7条第1項、附則第7条の3の2第1項、前条及び

附則第9条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の7第2項、第47条の5第

1項及び前条の規定の適用については、第34条の7第2項及び前条中

「附則第5条の6第2項」とあるのは「附則第5条の6第2項及び第5条の8

第6項」と、第47条の5第1項中「課した」とあるのは「附則第7条の5
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現行 改正案 

第1項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々

年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合におけ

る前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第7条の5第1項

の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。 

 (令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例) 

 第7条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通

知書に記載すべき各納期の納付額については、第41条の規定にかかわ

らず、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係

る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合

に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税

額控除前の普通徴収に係る個人の府民税の額(法附則第5条の8第1項

及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴

収に係る個人の府民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境

税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収

に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る

個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の府民税の額及び普通徴収

に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において

「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がそ

の者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除

して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該

金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全

額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)

に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項に

おいて「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通

知書に記載すべき各納期の納付額は、第40条第1項に規定する第1期

の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」と

いう。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個

人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれ

ぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 
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(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る

特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者

の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合に

は、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期に

おいてはないものとし、第40条第1項に規定する第2期の納期(以下

この項及び次条第1項において「第2期納期」という。)においては

その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の

普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、

第40条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納

期」という。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項に

おいて「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とす

る。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る

特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合

計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額

に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通

知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期にお

いてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額と

その者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普

通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第

4期納期においてはその者の分割金額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る

特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗

じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記

載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期

においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収

に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の府民税の額及び普

通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。 

2 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期から第47条第1項の規定によ

り普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)を

同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、

前項の規定は、適用しない。 
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(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特

例) 

第7条の7 令和6年度分の個人の市民税に限り、第47条の2第1項の規定

により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係

る個人の市民税(第3項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市

民税」という。)の額及び同条第2項の規定により普通徴収の方法によ

って徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額につい

ては、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係

る個人の市民税の額(附則第7条の5第1項の規定の適用がないものと

した場合に算出される第47条の2第1項に規定する前年中の公的年金

等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収

を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)

の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額

及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第

1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等

割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所

得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者

の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控

除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別

徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個

人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において

同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除

して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該

金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全

額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」とい

う。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の

額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分

金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に

普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個

人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」とい

18 / 42



現行 改正案 

う。)並びに第47条の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をす

る際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に

係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対

象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額

からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を

控除した残額に相当する税額、第2期納期においてはその者の第2期

分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から1

1月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に

係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満

の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項にお

いて「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税

額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相

当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当す

る税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者

の分割金額に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、そ

の者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額に満たない場

合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期に

おける税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分

金額とその者の第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税

額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間に

おいてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌

年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額

とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の第2期分金額

との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2

期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普

通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期
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における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1

日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額、その者

の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の年金

所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相

当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはそ

の者の分割金額に相当する税額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額

及びその者の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1

期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者

の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特

別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日

の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないも

のとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者

の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びそ

の者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税

に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日

から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額

とする。 

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金

額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である

場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期

及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年

の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3

月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額に相当する税額とする。 

2 前項の規定の適用がある場合における第47条の4の規定の適用につい

ては、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日

の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴

収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して

得た額」とあるのは、「附則第7条の7第1項各号に規定する特別徴収
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の方法によって徴収すべき額」とする。 

3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人

の市民税の額(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、

次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個

人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の

額から第47条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を

控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金

額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が

100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた

金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た

金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額

から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金

額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年

度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはそ

の者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から

翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税

額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額がその者の10月分金額以上であり、かつ、その

者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合に

は、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日か

ら11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日か

ら翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者

の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日か

ら3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額と

する。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額がその者の10月分金額とその者の分割金額との
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合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日

の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はな

いものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の

第47条の5第2項の規定により読み替えられた第47条の2第1項に規定

する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

4 前項の規定の適用がある場合における第47条の4の規定の適用につい

ては、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日

の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴

収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して

得た額」とあるのは、「附則第7条の7第3項各号に規定する特別徴収

の方法によって徴収すべき額」とする。 

5 令和6年度分の個人の市民税につき第47条の6第1項の規定の適用があ

る場合については、前各項の規定は、適用しない。 

 (令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除) 

 第7条の8 令和7年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の12第3項

及び第4項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和7年度

分特別税額控除額を、同条第3項に規定する特別税額控除対象納税義

務者の第34条の3、第34条の6から第34条の9まで、附則第5条第2項、

附則第7条第1項、附則第7条の3の2第1項、附則第7条の4及び附則第9

条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例) (肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例) 

第8条 （略） 第8条 （略） 

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項

に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告書に肉用

牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得

の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額

に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の3まで、第34条の6

から第34条の8まで、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7

条の3の2第1項及び前条        の規定にかかわらず、法附則第6条第

5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。 

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項

に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告書に肉用

牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得

の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額

に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の3まで、第34条の6

から第34条の8まで、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7

条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定にかかわらず、法附則第6条第

5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。 

3 前項の規定の適用がある場合における第34条の9第1項             3 前項の規定の適用がある場合における第34条の9第1項、附則第7条の
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              の規定の適用については、同項中          「前3

条」とあるのは、「前3条並びに附則第8条第2項」とする           

                                                              

                                                              

         。 

5第1項及び前条の規定の適用については、第34条の9第1項中「前3

条」とあるのは  「前3条並びに附則第8条第2項」と、附則第7条の5

第1項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第8条第2項及び」と、

前条中「附則第7条の4及び」とあるのは「附則第7条の4、次条第2項

及び」とする。 

第9条～第10条 （略） 第9条～第10条 （略） 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合) (法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合) 

第10条の2 （略） 第10条の2 （略） 

2～17 （略） 2～17 （略） 

18 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1

とする。 

 

19 （略） 18 （略） 

20 （略） 19 （略） 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告) 

第10条の3 （略） 第10条の3 （略） 

2 （略） 2 （略） 

 3 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち

区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合

においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律

第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、法附則第15条の7第3項

に規定する期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出が

され、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の7第1項又は第

2項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にか

かわらず、同条第1項又は第2項の規定を適用することができる。 

3 （略） 4 （略） 

4 （略） 5 （略） 

5 （略） 6 （略） 

6 （略） 7 （略） 
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7 （略） 8 （略） 

8 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢

者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第8項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢

者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

9 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱

損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7

条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱

損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7

条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

10 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合

住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に規定する書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

11 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合

住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲げる 書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

11 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又

は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9

項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又

は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9

項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第12項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

12 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所

有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当

該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以

13 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所

有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当

該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以
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内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第16項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

13 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修

が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に施

行規則附則第7条第17項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写

し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7

条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

14 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修

が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に施

行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写

し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7

条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 施行規則附則第7条第17項に規定する補助の算定の基礎となった

当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(5) 施行規則附則第7条第18項に規定する補助の算定の基礎となった

当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(6) （略） (6) （略） 

14 （略） 15 （略） 

(土地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定

資産税の特例に関する用語の意義) 

(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定

資産税の特例に関する用語の意義) 

第11条 （略） 第11条 （略） 

(令和4年度又は令和5年度における土地の価格の特例) (令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例) 

第11条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価

値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土

地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格を

いう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産

税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対し

て課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、令和

4年度分又は令和5年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格

(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳

等に登録されたものとする。 

第11条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価

値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土

地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格を

いう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産

税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対し

て課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、令和

7年度分又は令和8年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格

(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳

等に登録されたものとする。 

2 法附則第17条の2第2項に規定する令和4年度適用土地又は令和4年度 2 法附則第17条の2第2項に規定する令和7年度適用土地又は令和7年度
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類似適用土地であって、令和5年度分の固定資産税について前項の規

定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資

産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、修正された価格(法

附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税

台帳等に登録されたものとする。 

類似適用土地であって、令和8年度分の固定資産税について前項の規

定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資

産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、修正された価格(法

附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税

台帳等に登録されたものとする。 

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固

定資産税の特例) 

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固

定資産税の特例) 

第12条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資

産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標

準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5(商業

地等に係る令和4年度分の固定資産税にあっては、100分の2.5)を乗じ

て得た額を加算した額(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度

分の固定資産税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整

固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資

産税額とする。 

第12条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資

産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標

準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5     

    を乗じ

て得た額を加算した額  

    (当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整

固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資

産税額とする。 

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年

度分 の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度

までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超
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える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度

分 の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度ま

での各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以

下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税

の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固

定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第

15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分

の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資

産税額」という。)とする。 

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以

下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税

の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固

定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第

15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分

の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資

産税額」という。)とする。 

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるも

のに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税額の額

は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15

条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とす

る。 

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるも

のに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税額の額

は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15

条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とす

る。 

第12条の2 （略） 第12条の2 （略） 
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(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定

資産税の特例) 

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定

資産税の特例) 

第13条 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産

税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準

額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附

則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下

この条において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲

げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて

得た額(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税

の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定

資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額

とする。 

第13条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産

税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準

額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附

則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額     

                    )に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲

げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて

得た額                                                        

             を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定

資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額

とする。 

 

略 
 

略 

第13条の2～第14条の2 （略） 第13条の2～第14条の2 （略） 

(特別土地保有税の課税の特例) (特別土地保有税の課税の特例) 

第15条 附則第12条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附

則第11条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349

条の3の2又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地

等を除く。)に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分

の特別土地保有税については、第137条第1号及び第140条の5中「当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該

年度分の固定資産税に係る附則第12条第1項から第5項までに規定する

課税標準となるべき額」とする。 

第15条 附則第12条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附

則第11条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349

条の3の2又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地

等を除く。)に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分

の特別土地保有税については、第137条第1号及び第140条の5中「当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該

年度分の固定資産税に係る附則第12条第1項から第5項までに規定する

課税標準となるべき額」とする。 

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18

年1月1日から令和6年3月31日までの間にされたものに対して課する特

別土地保有税については、第137条第2号中「不動産取得税の課税標準

となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価

格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合におけ

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18

年1月1日から令和9年3月31日までの間にされたものに対して課する特

別土地保有税については、第137条第2号中「不動産取得税の課税標準

となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価

格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合におけ
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現行 改正案 

る課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」と

し、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の3

8第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないも

のとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とす

る。 

る課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」と

し、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の3

8第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないも

のとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とす

る。 

3～5 （略） 3～5 （略） 

第15条の2～第16条の2 （略） 第15条の2～第16条の2 （略） 

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例) (上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例) 

第16条の3 （略） 第16条の3 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則

第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得

割の額」とする。 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例) (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例) 

第16条の4 （略） 第16条の4 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則

第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得

割の額」とする。 

4 （略） 4 （略） 

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例) (長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例) 

第17条 （略） 第17条 （略） 

2 （略） 2 （略） 
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3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則

第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

第17条の2～第17条の3 （略） 第17条の2～第17条の3 （略） 

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例) (短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例) 

第18条 （略） 第18条 （略） 

2～4 （略） 2～4 （略） 

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則

第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例) (一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例) 

第19条 （略） 第19条 （略） 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則

第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

第19条の2～第19条の3 （略） 第19条の2～第19条の3 （略） 

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例) (先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例) 

第20条 （略） 第20条 （略） 

2 （略） 2 （略） 
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(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則

第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第20条第1項の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例) 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例) 

第20条の2 （略） 第20条の2 （略） 

2 （略） 2 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則

第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得

割の額」とする。 

3・4 （略） 3・4 （略） 

5 （略） 5 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則

第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例) 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例) 

第20条の3 （略） 第20条の3 （略） 

2 （略） 2 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則

第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得
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割の額」とする。 

3・4 （略） 3・4 （略） 

5 （略） 5 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則

第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

6 （略） 6 （略） 

第21条～第23条 （略） 第21条～第23条 （略） 

    附 則 

 （施行期日） 

 第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

 第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の京丹後市

税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の

固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 

 2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の

一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の

地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第32項に規定する政府の

補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資

産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 
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令和６年４月１日施行 

No. 改正条項 形態 内容 地方税法等の関係法令 

1 
（市民税の減免） 

第 51条第 2項・第３項 
規定の整備 

＜職権による減免を可能とする規定の追加＞ 
 

 市民税の減免に関する規定の中で、減免を申請する者が行うべ

き手続きについて、大規模な災害等、減免該当事実が明確な場合

は、職権により減免することが可能となる規定を追加するもの。 
地方税法第３２３条 

2 
（固定資産税の減免） 

第 71条第２項・第３項 
規定の整備 

＜職権による減免を可能とする規定の追加＞ 
 

 固定資産税の減免に関する規定の中で、減免を申請する者が行

うべき手続きについて、大規模な災害等、減免該当事実が明確な場

合は、職権により減免することが可能となる規定を追加するもの。 
地方税法第３６７条 

3 
（特別土地保有税の減免） 

第 139条の３第２項・第３項 
規定の整備 

＜職権による減免を可能とする規定の追加＞ 
 

 特別土地保有税の減免に関する規定の中で、減免を申請する者

が行うべき手続きについて、大規模な災害等、減免該当事実が明確

な場合は、職権により減免することが可能となる規定を追加する

もの。 

地方税法第６０５条の

２ 
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令和６年４月１日施行 

No. 改正条項 形態 内容 地方税法等の関係法令 

４ 

（令和６年度分の個人の市民税の特別

税額控除） 

附則第７条の５ 

規定の整備 

＜令和６年度分の特別税額控除に係る規定の新設＞ 
 

 令和６年度分の市民税に限り、申告に基づき算出された所得割

の額から各種の税額控除を行った後の額から特別税額控除の額を

控除する規定を追加するもの。また、この特別税額控除を適用する

ことで寄附金税額控除の上限額等の算定税額に影響するものにつ

いて、算定上で特別税額控除がなかったものとするよう規定文言

の読替え規定を追加するもの。 

地方税法附則第５条の

８ 

５ 

（令和６年度分の個人の市民税の納税

通知書に関する特例） 

附則第７条の６ 

規定の整備 

＜令和６年度分の特別税額控除に係る規定の新設＞ 
 

 令和６年度分の市民税に対する特別税額控除の方法を規定する

もの。普通徴収においては、４期に分けられた納期の最初の納期分

の税額から控除するが、期別の税額が特別控除額に満たない場合

は、順次その次の納期の税額から控除するしくみを規定するもの。 地方税法附則第５条の

９ 
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令和６年４月１日施行 

No. 改正条項 形態 内容 地方税法等の関係法令 

６ 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得

に係る個人の市民税に関する特例） 

附則第７条の７ 

規定の整備 

＜令和６年度分の特別税額控除に係る規定の新設＞ 
 

 令和６年度分の市民税に対する特別税額控除の方法を規定する

もの。令和６年度分の市民税から年金特別徴収が開始される者に

対する特別税額控除は、第１期及び第２期分は普通徴収における

控除の方法を実施し、控除しきれない額がある場合は、第３期以

降に開始される特別徴収にかかる税額から順次控除する。このし

くみを段階別に規定するもの。また、第３項においては、令和５

年度以前から引き続き年金特別徴収である者に対する特別税額控

除は、第１期から第３期までの仮特別徴収期間においては前年度

分の税額の２分の１を徴収し、第４期から特別税額控除を実施、

控除しきれない額がある場合は、第５期、第６期の税額から順次

控除する。このしくみを段階別に規定するもの。 

地方税法附則第５条の

11 

７ 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税

額控除） 

附則第７条の８ 

規定の整備 

＜令和７年度分の特別税額控除に係る規定の新設＞ 
 

 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する所得割の納税義

務者については、令和７年度分の市民税において特別税額控除を

適用する規定を追加するもの。 

地方税法附則第５条の

12 

８ 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例） 

附則第８条第２項・第３項 

条ズレ 

規定の整備 

＜特別税額控除額の算定に用いる「所得割の額」について、当該

規定の適用後のものとなるよう読替え規定を追加＞ 
 

 第２項においては、新規に条文が追加されたことによる参照条

文の条ズレ対応を行うもの。また、第３項においては、肉用牛の

売却による事業所得に係る市民税の課税の特例が適用される場

合、特別税額控除額の算定に用いる所得割の額に反映するよう、

規定上の読替えを規定するもの。 

地方税法附則第６条 
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令和６年４月１日施行 

No. 改正条項 形態 内容 地方税法等の関係法令 

9 

（法附則第 15 条第２項第１号等の条例

で定める割合） 

（改正前）附則第 10条の２第 18項 

条文の削除 

＜該当期間の経過による規定の削除＞ 
 

 特定事業所内保育施設に対する課税標準の特例措置が置かれて

いたが、特例措置の期間（平成２９年４月１日から令和６年３月

３１日まで）が経過したことにより条文規定上削除するもの。 
地方税法附則第 15条 

10 

（法附則第 15 条第２項第１号等の条例

で定める割合） 

附則第 10条の 2第 18項・第 19項 

項ズレ 

＜改正前第 18項が削除されたことによる項ズレ対応＞ 

地方税法附則第 15条 

11 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告） 

附則第 10条の３第３項 

規定の整備 

＜認定長期優良住宅に係る特例について新たな規定を新設＞ 
 

 認定長期優良住宅のうち、区分所有の住宅については各所有者

による申告書の提出がない場合であっても、管理者等から一定の

書類の提出があり、要件に該当することが認められるときは、減

額を適用することができる規定を追加するもの。 

地方税法附則第 15条 

の 7 

地方税法施行規則附則

第 7条 

12 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告） 

附則第 10条の３第４項から第８項 

項ズレ 

＜第３項が加わることによる項ズレ対応＞ 

地方税法附則第 15条 

の 7 

地方税法施行規則附

則第 7条 
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令和６年４月１日施行 

No. 改正条項 形態 内容 地方税法等の関係法令 

13 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告） 

附則第 10条の３第９項から第 14項 

項ズレ 

引用項番号

整理 

＜第３項が加わることによる項ズレ対応＞ 

 

＜施行規則の改正に伴う引用項番号の整理＞ 
 

 附則第 10 条の３第９項から第 14 項の条文中には、地方税法

施行規則附則第７条の各項に掲げる書類の添付について記述があ

るが、施行規則附則第７条第３項の次に新たな条文が追加され、

以降の項番号が繰り下がったことから、これに対応して引用項番

号を整理するもの。 

地方税法附則第 15条 

の 7 

地方税法施行規則附

則第 7条 

14 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告） 

附則第 10条の３第 15項 

項ズレ 

＜第３項が加わることによる項ズレ対応＞ 

地方税法附則第 15条 

の 7 

地方税法施行規則附

則第 7条 

15 

（土地に対して課する令和６年度から令

和８年度までの各年度分の固定資産税の

特例に関する用語の意義） 

附則第 11条 

規定の整備 

＜見出し部分の年度更新＞ 
 

 附則第１１条は土地に対して課する固定資産税の特例規定で使

用される用語の定義を置いているところ、地方税法の改正に伴い、

特例措置の期間が更新されたことに併せて見出し部分の年度を整

備するもの。 

地方税法附則第 17条 
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令和６年４月１日施行 

No. 改正条項 形態 内容 地方税法等の関係法令 

16 

（令和７年度又は令和８年度における土

地の価格の特例） 

附則第 11条の 2第１項・第２項 

規定の整備 

＜見出し部分及び条文中の年度更新＞ 
 

 本規定は、土地に対して課する固定資産税について、特例とし

て地価の下落に対応する規定であるが、地方税法の改正に併せて、

見出し部分及び条文中の年度を更新整備するもの。 

地方税法附則第 17 条

の 2 

17 

（宅地等に対して課する令和６年度から

令和８年度までの各年度分の固定資産税

の特例） 

附則第 12条第１項から第５項 

規定の整備 

＜見出し部分、条文中の年度更新及び時限的規定の削除＞ 
 

 本規定は、宅地等に対して課する固定資産税について、評価額

に対して設定される課税標準額の不均衡を是正する中で生じる負

担の調整措置を規定しているが、地方税法の改正に併せて、見出

し部分及び条文中の年度を更新整備するとともに、令和３年度分

と令和４年度分に限り、特別に措置された激変緩和措置について

規定から削除するもの。 

地方税法附則第18条 

18 

（農地に対して課する令和６年度から令

和８年度までの各年度分の固定資産税の

特例） 

附則第１３条 

規定の整備 

＜見出し部分、条文中の年度更新及び時限的規定の削除＞ 
 

 本規定は、農地に対して課する固定資産税について、評価額に

対して設定される課税標準額の不均衡を是正する中で生じる負担

の調整措置を規定しているが、地方税法の改正に併せて、見出し

部分及び条文中の年度を更新整備するとともに、令和３年度分に

限り、特別に措置された据置措置について規定から削除するもの。 

地方税法附則第19条 
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令和６年４月１日施行 

No. 改正条項 形態 内容 地方税法等の関係法令 

19 
（特別土地保有税の課税の特例） 

附則第 15条第１項・第２項 
規定の整備 

＜条文中の年度更新＞ 
 

 本規定は、第１項では特別土地保有税にかかる課税標準額の特

例を規定、また、第２項では土地の取得の際の課税標準の特例措

置がそれぞれ年限を設けて規定されていたが、地方税法の改正に

併せて、それぞれ条文中の年度を更新整備するもの。 

地方税法附則第 31 条

の 3 

20 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例） 

附則第 16条の 3第３項 

規定の整備 

＜特別税額控除の対象となる「所得割の額」について、上場株式

等の配当所得の分離課税分の個人住民税の所得割の額を含める読

替え規定の追加＞ 
 

 上場株式等に係る配当所得及び配当利子所得について市民税の

所得割の課税の特例が適用される場合に、特別税額控除額の算定

に用いる所得割の額に反映するよう、新たに条文の読替え規定を

追加するもの。 

地方税法附則第33条

の 2第 7項 

21 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

市民税の課税の特例） 

附則第 16条の４第３項 

規定の整備 

＜特別税額控除の対象となる「所得割の額」について、土地等の

譲渡等に係る事業所得等の分離課税分の個人住民税の所得割の額

を含める読替え規定の追加＞ 
 

 土地を譲渡することによって得た事業所得及び雑所得について

市民税の所得割の課税の特例が適用される場合に、特別税額控除

額の算定に用いる所得割の額に反映するよう、新たに条文の読替

え規定を追加するもの。 

地方税法附則第33条

の 3第 7項 
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令和６年４月１日施行 

No. 改正条項 形態 内容 地方税法等の関係法令 

22 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例） 

附則第 17条第 3項 

規定の整備 

＜特別税額控除の対象となる「所得割の額」について、長期譲渡

所得の分離課税分の個人住民税の所得割の額を含める読替え規定

の追加＞ 
 

 長期譲渡所得について市民税の所得割の課税の特例が適用され

る場合に、特別税額控除額の算定に用いる所得割の額に反映する

よう、新たに条文の読替え規定を追加するもの。 

地方税法附則第 34 条

第 6項 

23 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例） 

附則第 18条第 5項 

規定の整備 

＜特別税額控除の対象となる「所得割の額」について、短期譲渡

所得の分離課税分の個人住民税の所得割の額を含める読替え規定

の追加＞ 
 

 短期譲渡所得について市民税の所得割の課税の特例が適用され

る場合に、特別税額控除額の算定に用いる所得割の額に反映する

よう、新たに条文の読替え規定を追加するもの。 

地方税法附則第35条

第 8項 

24 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

附則第 19条第 2項 

規定の整備 

＜特別税額控除の対象となる「所得割の額」について、一般株式

に係る譲渡所得の分離課税分の個人住民税の所得割の額を含める

読替え規定の追加＞ 
 

 一般株式に係る譲渡所得について市民税の所得割の課税の特例

が適用される場合に、特別税額控除額の算定に用いる所得割の額

に反映するよう、新たに条文の読替え規定を追加するもの。 

地方税法附則第35条

の 2第 8項 
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令和６年４月１日施行 

No. 改正条項 形態 内容 地方税法等の関係法令 

25 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の

市民税の課税の特例） 

附則第 20条第 2項 

規定の整備 

＜特別税額控除の対象となる「所得割の額」について、先物取引

に係る雑所得等の分離課税分の個人住民税の所得割の額を含める

読替え規定の追加＞ 
 

 先物取引によって得た事業所得、譲渡所得、雑所得について市

民税の所得割の課税の特例が適用される場合に、特別税額控除額

の算定に用いる所得割の額に反映するよう、新たに条文の読替え

規定を追加するもの。 

地方税法附則第 35 条

の 4第 5項 

26 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

附則第 20条の 2第２項・第５項 

規定の整備 

＜特別税額控除の対象となる「所得割の額」について、特例適用

利子等及び配当等に係る個人住民税の所得割の額を含める読替え

規定の追加＞ 
 

 外国居住者に対して支払われる特例適用利子等、特例適用配当

等の所得について市民税の所得割の課税の特例が適用される場合

に、特別税額控除額の算定に用いる所得割の額に反映するよう、

新たに条文の読替え規定を追加するもの。 

外国居住者等所得相

互免除法第 8条 

第 8項・第 11項 

27 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

附則第 20条の３第２項・第５項 

規定の整備 

＜特別税額控除の対象となる「所得割の額」について、条約適用

利子等及び配当等に係る個人住民税の所得割の額を含める読替え

規定の追加＞ 
 

 外国居住者に対して支払われる条約適用利子等、条約適用配当

等の所得について市民税の所得割の課税の特例が適用される場合

に、特別税額控除額の算定に用いる所得割の額に反映するよう、

新たに条文の読替え規定を追加するもの。 

租税条約等実施特例

法第３条の 2の 2 

第 11項・第 14項 
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⚫ 定額減税可能額

・個人住民税所得割分 ＝ １万円 × 減税対象人数

・所得税分 ＝ ３万円 × 減税対象人数

⚫ 減税対象人数：納税者本人 ＋ 控除対象配偶者 ＋ 扶養親族

※国外居住者を除き、16歳未満の扶養親族は含みます。

特別徴収（給与所得者の方）
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年
5月分の11か月に分割して徴収する。

普通徴収（納付書払いや口座振替の方）

第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場
合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税する。

令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年
12月分以降の特別徴収税額から、順次減税する。

特別徴収（年金所得者の方）

新たな経済に向けた給付金・定額減税（特別税額控除）の一体措置

１人あたり４万円
の定額減税

所得税３万円
住民税１万円

扶養家族も対象

減税しきれない
所得層

満額減税を
受けられる所得層

減税額との差額を
万円単位で給付

減税

定額減税と給付のイメージ

調整給付

定額減税の実施方法（個人住民税の場合） 調整給付の実施内容

◆ 国の経済対策の一環として、納税者及び配偶者を含めた扶養親族１人につき、令和６年度分の
個人住民税所得割分から１万円の定額減税を実施します。（所得税は３万円の定額減税）
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。

◆ 定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が減税前の税額を上回る（定額減税しきれない）と
見込まれる方に対し、その差額を調整給付（定額減税補足給付金）として支給します。

(1)個人住民税所得割分定額減税可能額－令和６年度個人住民税所得割額

(2)所得税分定額減税可能額 －

個人住民税を納税いただく方法によって減税の実施方法が異なります。
■調整給付の対象者
定額減税前の「令和６年度分個人住民税所得割額」または「令和６年分推

計所得税額（令和５年分所得税額）から定額減税可能額を控除しきれない方。

・ (1)＋(2)の両方が０円の場合は給付はされません。

・世帯の構成や税額によって給付金額が異なります。

・令和６年分所得税の確定後、給付額に不足があることが判明した場合
は、令和７年度以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

■調整給付の計算
(1)＋(2)の合算額（合算額を万円単位に切り上げ）

令和６年分推計所得税額
（令和５年分所得税額）

議案第５２号
参考資料②
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